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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成28年1月28日(2016.1.28)

【公表番号】特表2015-513310(P2015-513310A)
【公表日】平成27年5月7日(2015.5.7)
【年通号数】公開・登録公報2015-030
【出願番号】特願2014-547360(P2014-547360)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/505    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   3/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   31/505    　　　　
   Ａ６１Ｋ   37/26     　　　　
   Ａ６１Ｐ    3/10     　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １２１　

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月1日(2015.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳動物におけるＩ型糖尿病の処置のために、インスリンによる哺乳動物の処置に連続
して用いられる医薬の製造のための、式Ｉの化合物：

【化１】

（式中、
　Ｒ1はアルキル基であり、
　Ｘはハロゲンであり、
　ＹはＯ、ＳまたはＮＨであり、
　ＺはＯまたはＳであり、
　ｎは０～５の整数であり、ｍは０または１であり、但し、ｍ＋ｎは５以下である）
またはその薬学的に許容される塩の使用。
【請求項２】
　Ｒ1はメチルであり、ｎは１である、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　Ｒ1はメタ位にある、請求項１または２に記載の使用。
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【請求項４】
　Ｘは塩素であり、ｍは１である、請求項１～３のいずれか１項に記載の使用。
【請求項５】
　Ｘはメタ位にある、請求項１～４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項６】
　ＹはＯである、請求項１～５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項７】
　ＺはＯである、請求項１～６のいずれか１項に記載の使用。
【請求項８】
　Ｒ1はメチルであり、ＹはＯであり、ＺはＯであり、ｎは１であり、ｍは０である、請
求項１に記載の使用。
【請求項９】
　Ｘは塩素であり、ＹはＯであり、ＺはＯであり、ｎは０であり、ｍは１である、請求項
１に記載の使用。
【請求項１０】
　化合物が：
【化２】

もしくは
【化３】

またはその薬学的に許容される塩である、請求項１に記載の使用。
【請求項１１】
　哺乳動物におけるＩ型糖尿病の処置のための医薬の製造のための、インスリンおよび式
Ｉの化合物：

【化４】

（式中、
　Ｒ1はアルキル基であり、
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　Ｘはハロゲンであり、
　ＹはＯ、ＳまたはＮＨであり、
　ＺはＯまたはＳであり、
　ｎは０～５の整数であり、ｍは０または１であり、但し、ｍ＋ｎは５以下である）
またはその薬学的に許容される塩の使用。
【請求項１２】
　Ｒ1はメチルであり、ｎは１である、請求項１１に記載の使用。
【請求項１３】
　Ｒ1はメタ位にある、請求項１１または１２に記載の使用。
【請求項１４】
　Ｘは塩素であり、ｍは１である、請求項１１～１３のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１５】
　Ｘはメタ位にある、請求項１１～１４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１６】
　ＹはＯである、請求項１１～１５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１７】
　ＺはＯである、請求項１１～１６のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１８】
　Ｒ1はメチルであり、ＹはＯであり、ＺはＯであり、ｎは１であり、ｍは０である、請
求項１１に記載の使用。
【請求項１９】
　Ｘは塩素であり、ＹはＯであり、ＺはＯであり、ｎは０であり、ｍは１である、請求項
１１に記載の使用。
【請求項２０】
　化合物が：
【化５】

もしくは
【化６】

またはその薬学的に許容される塩である、請求項１２に記載の方法。
【請求項２１】
　インスリンが、注射用インシュリン、経皮インシュリンおよび吸入インシュリンから選
択される、請求項１１～２０のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２２】
　インスリンが、速効作用型インシュリン、短時間作用型インシュリン、中間作用型イン



(4) JP 2015-513310 A5 2016.1.28

シュリンおよび長時間作用型インシュリンから選択される、請求項２１に記載の使用。
【請求項２３】
　速効作用型インシュリンまたは短時間作用型インシュリンは、約０．０５Ｕ／ｋｇ／日
～約５Ｕ／ｋｇ／日、約０．１Ｕ／ｋｇ／日～約２．５Ｕ／ｋｇ／日、または約０．３Ｕ
／ｋｇ／日～約０．８Ｕ／ｋｇ／日である、請求項２２に記載の使用。
【請求項２４】
　中間作用型インシュリンまたは長時間作用型インシュリンは、約０．０１Ｕ／ｋｇ／日
～約３Ｕ／ｋｇ／日、約０．０５Ｕ／ｋｇ／日～約０．６Ｕ／ｋｇ／日、または約０．１
Ｕ／ｋｇ／日～約０．３Ｕ／ｋｇ／日である、請求項２２に記載の使用。
【請求項２５】
　哺乳動物はヒトである、請求項１～２４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２６】
　式Ｉの化合物の量は、約０．１ｍｇ／ｋｇ～約１００ｍｇ／ｋｇである、請求項１～２
５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２７】
　医薬は経口用医薬である、請求項１～２６のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２８】
　医薬は、約１ｍｇから約１０００ｍｇの化合物：
【化７】

またはその薬学的に許容される塩を含む、錠剤、ゲル－キャップまたはカプセルである、
請求項１に記載の使用。
【請求項２９】
　医薬は、約１ｍｇから約１０００ｍｇの化合物：

【化８】

またはその薬学的に許容される塩を含む、錠剤、ゲル－キャップまたはカプセルである、
請求項１に記載の使用。
【請求項３０】
　医薬は、約１ｍｇから約１０００ｍｇの化合物：
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【化９】

またはその薬学的に許容される塩を含む、錠剤、ゲル－キャップまたはカプセルである、
請求項１１に記載の使用。
【請求項３１】
　医薬は、約１ｍｇから約１０００ｍｇの化合物：
【化１０】

またはその薬学的に許容される塩を含む、錠剤、ゲル－キャップまたはカプセルである、
請求項１１に記載の使用。
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